
令和 8 年 6 月 26 日  

 一 宮 市 条 例 第 25 号 か ら 第 29 号 ま で を 別 紙の と お り

公 布 す る 。  

一 宮 市 長  中  野  正  康  



条 例 番 号 一 覧 表 

条例第25号  一宮市行政手続条例の一部を改正する条例 

条例第26号  恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部改正に伴う関係条例の整備に

関する条例 

条例第27号  一宮市市税条例及び一宮市都市計画税条例の一部を改正する条例 

条例第28号  一宮市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改正する

条例 

条例第29号  一宮市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 



一宮市条例第25号 

一宮市行政手続条例の一部を改正する条例 

一宮市行政手続条例(平成8年一宮市条例第25号)の一部を次のように改正する。 

現行 改正後 

(目的等) (目的等) 

第1条 この条例は、行政手続法(平成5年法

律第88号)第38条の規定の趣旨にのっと

り、処分、行政指導及び届出に関する手

続に関し共通する事項を定めることによ

って、行政運営における公正の確保と透

明性の向上を図り、もって市民の権利・

利益の保護に資するとともに、市行政に

対する市民の信頼を高めることを目的と

する。 

第1条 この条例は、行政手続法(平成5年法

律第88号)   の規定の趣旨にのっと

り、処分、行政指導及び届出に関する手

続に関し共通する事項を定めることによ

って、行政運営における公正の確保と透

明性の向上を図り、もって市民の権利・

利益の保護に資するとともに、市行政に

対する市民の信頼を高めることを目的と

する。 

2 略 2 略 

(聴聞の通知の方式) (聴聞の通知の方式) 

第15条 行政庁は、聴聞を行うに当たって

は、聴聞を行うべき期日までに相当な期

間をおいて、不利益処分の名あて人とな

るべき者に対し、次に掲げる事項を書面

により通知しなければならない。 

第15条 行政庁は、聴聞を行うに当たって

は、聴聞を行うべき期日までに相当な期

間をおいて、不利益処分の名宛人 とな

るべき者に対し、次に掲げる事項を書面

により通知しなければならない。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

2 略 2 略 

3 行政庁は、不利益処分の名あて人となる

べき者の所在が判明しない場合において

は、第1項の規定による通知を、その者の

氏名、同項第3号及び第4号に掲げる事項

並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事

項を記載した書面をいつでもその者に交

付する旨を告示することによって行うこ

とができる。この場合においては、告示

を始めた日から2週間を経過したときに、

当該通知がその者に到達したものとみな

す。 

3 行政庁は、不利益処分の名宛人 となる

べき者の所在が判明しない場合において

は、第1項の規定による通知を、公示の方

法                 

           によって行うこ

とができる。 

 4 前項の公示の方法による通知は、不利益

処分の名宛人となるべき者の氏名、第1項

第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該

行政庁が同項各号に掲げる事項を記載し



た書面をいつでもその者に交付する旨(以

下この項において「公示事項」という。)

を規則で定める方法により不特定多数の

者が閲覧することができる状態に置くと

ともに、公示事項が記載された書面を当

該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又

は公示事項を当該事務所に設置した電子

計算機の映像面に表示したものの閲覧を

することができる状態に置く措置をとる

ことによって行うものとする。この場合

においては、当該措置を開始した日から2

週間を経過したときに、当該通知がその

者に到達したものとみなす。 

(代理人) (代理人) 

第16条 前条第1項の通知を受けた者(同条

第3項後段の規定により当該通知が到達し

たものとみなされる者を含む。以下「当

事者」という。)は、代理人を選任するこ

とができる。 

第16条 前条第1項の通知を受けた者(同条

第4項後段の規定により当該通知が到達し

たものとみなされる者を含む。以下「当

事者」という。)は、代理人を選任するこ

とができる。 

2～4 略 2～4 略 

(続行期日の指定) (続行期日の指定) 

第22条 略 第22条 略 

2 略 2 略 

3 第15条第3項     の規定は、前項本

文の場合において、当事者又は参加人の

所在が判明しないときにおける通知の方

法について準用する。この場合におい

て、同条第3項     中「不利益処分

の名あて人となるべき者」とあるのは

「当事者又は参加人」と、   「告示

を始めた   日から2週間を経過したと

き」とあるのは「告示を始めた   日

から2週間を経過したとき(同一の当事者

又は参加人に対する2回目以降の通知にあ

っては、告示を始めた   日の翌日)」

と読み替えるものとする。 

3 第15条第3項及び第4項の規定は、前項本

文の場合において、当事者又は参加人の

所在が判明しないときにおける通知の方

法について準用する。この場合におい

て、同条第3項及び第4項中「不利益処分

の名宛人 となるべき者」とあるのは

「当事者又は参加人」と、同項中「当該

措置を開始した日から2週間を経過したと

き」とあるのは「当該措置を開始した日

から2週間を経過したとき(同一の当事者

又は参加人に対する2回目以降の通知にあ

っては、当該措置を開始した日の翌日)」

と読み替えるものとする。 

(聴聞に関する手続の準用) (聴聞に関する手続の準用) 

第29条 第15条第3項及び第16条     

 の規定は、弁明の機会の付与について

第29条 第15条第3項及び第4項並びに第16

条の規定は、弁明の機会の付与について



準用する。この場合において、第15条第3

項中「第1項」とあるのは「第28条」と、

「同項第3号及び第4号      」と

あるのは「同条第3号 」と、第16条第1

項中「前条第1項」とあるのは「第28条」

と、「同条第3項後段」とあるのは「第29

条において準用する第15条第3項後段」と

読み替えるものとする。 

準用する。この場合において、第15条第3

項中「第1項」とあるのは「第28条」と、

同条第4項中「第1項第3号及び第4号」と

あるのは「第28条第3号」と、第16条第1

項中「前条第1項」とあるのは「第28条」

と、「同条第4項後段」とあるのは「第29

条において準用する第15条第4項後段」と

読み替えるものとする。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

付 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 改正後の第15条第3項及び第4項(第22条第3項(第25条において準用する場合を含む。)

及び第29条において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後の通知

について適用し、同日前の通知については、なお従前の例による。 



一宮市条例第26号 

恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部改正に伴う関係条例の整備に

関する条例 

(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の

一部を改正する条例の一部改正) 

第1条 一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条

例の一部を改正する条例(昭和41年一宮市条例第37号)の一部を次のように改正する。 

現行 改正後 

付 則 付 則 

(長期在職者の退隠料等年額についての特

例) 

(長期在職者の退隠料等年額についての特

例) 

第3条 退隠料又は扶助料で、令和7年4月分

以降の年額が次の表の左欄に掲げる区分

に対応する同表の右欄に掲げる額に満た

ないときは、当該右欄に掲げる額をもって

その年額とする。 

第3条 退隠料又は扶助料で、令和8年4月分

以降の年額が次の表の左欄に掲げる区分

に対応する同表の右欄に掲げる額に満た

ないときは、当該右欄に掲げる額をもって

その年額とする。 

【別記 参照】 【別記 参照】 

2 令和7年3月31日以前に給与事由の生じた

前項に規定する退隠料又は扶助料の同月

分までの年額については、なお従前の例に

よる。 

2 令和8年3月31日以前に給与事由の生じた

前項に規定する退隠料又は扶助料の同月

分までの年額については、なお従前の例に

よる。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

【別記】 

現行 

退隠料又は扶助料 金額 

65歳以上の者に給する退隠料 1,185,900円

65歳未満の者に給する退隠料 889,400円

扶助料 829,200円

改正案 

退隠料又は扶助料 金額 

65歳以上の者に給する退隠料 1,208,600円

65歳未満の者に給する退隠料 906,400円

扶助料 845,100円

(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する条例

の一部改正) 



第2条 一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例等の一部を改正する

条例(昭和51年一宮市条例第33号)の一部を次のように改正する。 

現行 改正後 

付 則 付 則 

(扶助料の年額に係る加算の特例) (扶助料の年額に係る加算の特例) 

第3条 職員遺族扶助料条例(大正10年第13

号議決。以下「第13号議決」という。)第2

条第1号又は第3号に規定する扶助料を受

ける者が妻であって、その妻が次の各号の

一に該当する場合には、その年額に、当該

各号に定める額を加えるものとする。 

第3条 略 

(1) 扶養遺族(恩給法第75条第3項に規

定する扶養遺族をいう。)である子(18

歳以上20歳未満の子にあっては、重度

障害の状態にある者に限る。)が2人以

上ある場合 279,100円 

(1) 扶養遺族(恩給法第75条第3項に規

定する扶養遺族をいう。)である子(18

歳以上20歳未満の子にあっては、重度

障害の状態にある者に限る。)が2人以

上ある場合 284,400円 

(2) 扶養遺族である子(前号に規定する

子に限る。)が1人ある場合 159,400円

(2) 扶養遺族である子(前号に規定する

子に限る。)が1人ある場合 162,400円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当

する場合を除く。) 159,000円 

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当

する場合を除く。) 162,000円 

2 略 2 略 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

(一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の

一部を改正する条例の一部を改正する条例の一部改正) 

第3条 一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条

例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成12年一宮市条例第45号)の一部を次

のように改正する。 

現行 改正後 

付 則 付 則 

(退隠料等の年額の改定) (退隠料等の年額の改定) 

第2条 職員又はその者の遺族に給する退隠

料又は扶助料については、令和7年4月分以

降、これらの年額を、これらの年額の計算

の基礎となっている給料年額にそれぞれ

対応する付則別表の仮定給料年額を退職

又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市

退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例

臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。

一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与

第2条 職員又はその者の遺族に給する退隠

料又は扶助料については、令和8年4月分以

降、これらの年額を、これらの年額の計算

の基礎となっている給料年額にそれぞれ

対応する付則別表の仮定給料年額を退職

又は死亡当時の給料年額とみなし、一宮市

退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例

臨時特例条例(昭和24年一宮市条例第7号。

一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与



金条例臨時特例条例の一部を改正する条

例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その

他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。

以下同じ。)の規定によって算出して得た

年額に改定する。 

金条例臨時特例条例の一部を改正する条

例(昭和37年一宮市条例第38号)付則その

他退隠料又は扶助料に関する条例を含む。

以下同じ。)の規定によって算出して得た

年額に改定する。 

付則別表(付則第2条関係) 付則別表(付則第2条関係) 

【別記 参照】 【別記 参照】 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

【別記】 

現行 

退隠料又は扶助料年額の

計算の基礎となっている

給料年額(円) 

仮定給料年額(円) 退隠料又は扶助料年額の

計算の基礎となっている

給料年額(円) 

仮定給料年額(円)

1,178,000 1,200,900 2,718,300 2,771,200

1,230,100 1,254,100 2,809,100 2,863,800

1,283,800 1,308,800 2,862,600 2,918,300

1,336,800 1,362,900 3,017,300 3,076,100

1,391,200 1,418,300 3,094,200 3,154,500

1,424,900 1,452,600 3,174,400 3,236,200

1,458,600 1,487,100 3,328,900 3,393,700

1,497,000 1,526,100 3,484,600 3,552,500

1,551,600 1,581,800 3,525,300 3,593,900

1,598,600 1,629,800 3,654,000 3,725,100

1,642,600 1,674,600 3,836,600 3,911,300

1,695,600 1,728,600 4,017,500 4,095,800

1,749,100 1,783,100 4,129,200 4,209,600

1,807,300 1,842,500 4,238,100 4,320,700

1,866,300 1,902,600 4,459,200 4,546,100

1,939,700 1,977,500 4,675,700 4,766,800

1,986,100 2,024,800 4,718,200 4,810,100

2,045,800 2,085,600 4,886,500 4,981,600

2,104,000 2,145,000 5,098,600 5,197,900

2,219,300 2,262,600 5,309,700 5,413,100

2,250,400 2,294,200 5,519,300 5,626,800

2,339,300 2,384,900 5,651,700 5,761,700

2,457,400 2,505,300 5,792,700 5,905,500

2,588,000 2,638,400 6,064,300 6,182,400

2,654,700 2,706,400



備考 

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が6,064,300円を超える場合に

おいては、当該給料年額を仮定給料年額とする。 

改正案 

退隠料又は扶助料年額の

計算の基礎となっている

給料年額(円) 

仮定給料年額(円) 退隠料又は扶助料年額の

計算の基礎となっている

給料年額(円) 

仮定給料年額(円)

1,200,900 1,223,800 2,771,200 2,824,100

1,254,100 1,278,100 2,863,800 2,918,500

1,308,800 1,333,800 2,918,300 2,974,000

1,362,900 1,388,900 3,076,100 3,134,800

1,418,300 1,445,400 3,154,500 3,214,800

1,452,600 1,480,400 3,236,200 3,298,000

1,487,100 1,515,500 3,393,700 3,458,600

1,526,100 1,555,300 3,552,500 3,620,300

1,581,800 1,612,000 3,593,900 3,662,600

1,629,800 1,660,900 3,725,100 3,796,300

1,674,600 1,706,600 3,911,300 3,986,000

1,728,600 1,761,600 4,095,800 4,174,000

1,783,100 1,817,200 4,209,600 4,290,000

1,842,500 1,877,700 4,320,700 4,403,200

1,902,600 1,939,000 4,546,100 4,632,900

1,977,500 2,015,200 4,766,800 4,857,800

2,024,800 2,063,500 4,810,100 4,902,000

2,085,600 2,125,500 4,981,600 5,076,800

2,145,000 2,186,000 5,197,900 5,297,200

2,262,600 2,305,800 5,413,100 5,516,500

2,294,200 2,338,000 5,626,800 5,734,300

2,384,900 2,430,400 5,761,700 5,871,800

2,505,300 2,553,100 5,905,500 6,018,300

2,638,400 2,688,800 6,182,400 6,300,500

2,706,400 2,758,100

備考 

退隠料又は扶助料年額の計算の基礎となっている給料年額が6,182,400円を超える場合に

おいては、当該給料年額を仮定給料年額とする。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料



退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例付則第3

条の規定、第2条の規定による改正後の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時

特例条例等の一部を改正する条例付則第3条第1項の規定並びに第3条の規定による改正後

の一宮市退隠料遺族扶助料退職及死亡給与金条例臨時特例条例の一部を改正する条例の一

部を改正する条例の一部を改正する条例付則第2条及び付則別表の規定は、令和8年4月1日

から適用する。



一宮市条例第27号 

一宮市市税条例及び一宮市都市計画税条例の一部を改正する条例 

(一宮市市税条例の一部改正) 

第1条 一宮市市税条例(平成17年一宮市条例第38号)の一部を次のように改正する。 

現行 改正後 

(納期限後に納付し、又は納入する税金

又は納入金に係る延滞金) 

(納期限後に納付し、又は納入する税金

又は納入金に係る延滞金) 

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第4

0条、第46条、第46条の2若しくは第46条

の5(第53条の7の2において準用する場合

を含む。以下この条において同じ。)、

第47条の4第1項(第47条の5第3項におい

て準用する場合を含む。以下この条にお

いて同じ。)、第48条第1項(法第321条の

8第34項及び第35項の申告書に係る部分

を除く。)、第53条の7、第67条、第81条

の6第1項、第83条第2項、第98条第1項若

しくは第2項、第102条第2項、第139条第

1項又は第145条第3項に規定する納期限

後にその税金を納付し、又は納入金を納

入する場合には、当該税額又は納入金額

にその納期限(納期限の延長があったと

きは、その延長された納期限とする。第

1号、第2号及び第5号において同じ。)の

翌日から納付又は納入の日までの期間の

日数に応じ、年14.6パーセント(次の各

号に掲げる税額の区分に応じ、第1号か

ら第4号までに定める期間並びに第5号及

び第6号に定める日までの期間について

は、年7.3パーセント)の割合を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加算し

て納付書によって納付し、又は納入書に

よって納入しなければならない。 

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第4

0条、第46条、第46条の2若しくは第46条

の5(第53条の7の2において準用する場合

を含む。以下この条において同じ。)、

第47条の4第1項(第47条の5第3項におい

て準用する場合を含む。以下この条にお

いて同じ。)、第48条第1項(法第321条の

8第34項及び第35項の申告書に係る部分

を除く。)、第53条の7、第67条    

     、第83条第2項、第98条第1項若

しくは第2項、第102条第2項、第139条第

1項又は第145条第3項に規定する納期限

後にその税金を納付し、又は納入金を納

入する場合には、当該税額又は納入金額

にその納期限(納期限の延長があったと

きは、その延長された納期限とする。第

1号、第2号及び第5号において同じ。)の

翌日から納付又は納入の日までの期間の

日数に応じ、年14.6パーセント(次の各

号に掲げる税額の区分に応じ、第1号か

ら第4号までに定める期間並びに第5号及

び第6号に定める日までの期間について

は、年7.3パーセント)の割合を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加算し

て納付書によって納付し、又は納入書に

よって納入しなければならない。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 第81条の6第1項の申告書、第98条

第1項若しくは第2項の申告書又は第13

9条第1項の申告書に係る税額(第4号に

掲げる税額を除く。) 当該税額に係

(2)             第98条

第1項若しくは第2項の申告書又は第13

9条第1項の申告書に係る税額(第4号に

掲げる税額を除く。) 当該税額に係



る納期限の翌日から1月を経過する日

までの期間 

る納期限の翌日から1月を経過する日

までの期間 

(3) 第81条の6第1項の申告書、第98条

第1項若しくは第2項の申告書又は第13

9条第1項の申告書でその提出期限後に

提出したものに係る税額 当該提出し

た日までの期間又はその日の翌日から

1月を経過する日までの期間 

(3)             第98条

第1項若しくは第2項の申告書又は第13

9条第1項の申告書でその提出期限後に

提出したものに係る税額 当該提出し

た日までの期間又はその日の翌日から

1月を経過する日までの期間 

(4)～(6) 略 (4)～(6) 略 

2・3 略 2・3 略 

(所得割の課税標準) (所得割の課税標準) 

第33条 略 第33条 略 

2 略 2 略 

3 法第23条第1項第15号に規定する特定配

当等(以下この項及び次項並びに第34条の

9において「特定配当等」という。)   

      に係る所得を有する者に係る

総所得金額は、当該特定配当等に係る所

得の金額を除外して算定する。 

3 法第23条第1項第15号に規定する特定配

当等(次項及び        第34条の

9において「特定配当等」という。)(同号

ロに掲げるものを除く。以下この項にお

いて同じ。)に係る所得を有する者に係る

総所得金額は、当該特定配当等に係る所

得の金額を除外して算定する。 

4～6 略 4～6 略 

(寄附金税額控除) (寄附金税額控除) 

第34条の7 略 第34条の7 略 

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第11

項(法附則第5条の6第2項     の規

定により読み替えて適用される場合を含

む。)に定めるところにより計算した金

額とする。 

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第11

項(法附則第5条の6第3項又は第4項の規

定により読み替えて適用される場合を含

む。)に定めるところにより計算した金

額とする。 

(市民税の申告) (市民税の申告) 

第36条の2 第23条第1項第1号に掲げる者で

賦課期日現在市内に住所を有するものは

、3月15日までに次に掲げる事項を記載

した申告書を市長に提出しなければなら

ない。ただし、法第317条の6第1項又は

第4項の規定により給与支払報告書又は

公的年金等支払報告書を提出する義務が

ある者から1月1日現在において給与又は

公的年金等の支払を受けている者で前年

中において給与所得以外の所得又は公的

年金等に係る所得以外の所得を有しなか

第36条の2 第23条第1項第1号に掲げる者で

賦課期日現在市内に住所を有するものは

、3月15日までに次に掲げる事項を記載

した申告書を市長に提出しなければなら

ない。ただし、法第317条の6第1項又は

第4項の規定により給与支払報告書又は

公的年金等支払報告書を提出する義務が

ある者から1月1日現在において給与又は

公的年金等の支払を受けている者で前年

中において給与所得以外の所得又は公的

年金等に係る所得以外の所得を有しなか



ったもの(公的年金等に係る所得以外の

所得を有しなかった者で社会保険料控除

額(令第48条の9の7に規定するものを除

く。)、小規模企業共済等掛金控除額、

生命保険料控除額、地震保険料控除額、

勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所

得割の納税義務者(前年の合計所得金額

が900万円以下であるものに限る。)の法

第314条の2第1項第10号の2に規定する自

己と生計を一にする配偶者(前年の合計

所得金額が95万円以下であるものに限る

。)で控除対象配偶者に該当しないもの

に係るものを除く。)、法第314条の2第4

項に規定する扶養控除額若しくは特定親

族特別控除額(特定親族(同条第1項第12

号に規定する特定親族をいう。第36条の

3の2第1項第3号及び第36条の3の3第1項

        において同じ。)(前年

の合計所得金額が85万円以下であるもの

に限る。)に係るものを除く。)の控除又

はこれらと併せて雑損控除額若しくは医

療費控除額の控除、法第313条第8項に規

定する純損失の金額の控除、同条第9項

に規定する純損失若しくは雑損失の金額

の控除若しくは第34条の7の規定により

控除すべき金額(以下この条において「

寄附金税額控除額」という。)の控除を

受けようとするものを除く。以下この条

において「給与所得等以外の所得を有し

なかった者」という。)及び第24条第2項

に規定する者(施行規則第2条の2第1項の

表の上欄の(2)に掲げる者を除く。)につ

いては、この限りでない。 

ったもの(公的年金等に係る所得以外の

所得を有しなかった者で社会保険料控除

額(令第48条の9の7に規定するものを除

く。)、小規模企業共済等掛金控除額、

生命保険料控除額、地震保険料控除額、

勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所

得割の納税義務者(前年の合計所得金額

が900万円以下であるものに限る。)の法

第314条の2第1項第10号の2に規定する自

己と生計を一にする配偶者(前年の合計

所得金額が95万円以下であるものに限る

。)で控除対象配偶者に該当しないもの

に係るものを除く。)、法第314条の2第4

項に規定する扶養控除額若しくは特定親

族特別控除額(特定親族(同条第1項第12

号に規定する特定親族をいう。第36条の

3の2第1項第3号並びに第36条の3の3第1

項及び第2項第4号において同じ。)(前年

の合計所得金額が85万円以下であるもの

に限る。)に係るものを除く。)の控除又

はこれらと併せて雑損控除額若しくは医

療費控除額の控除、法第313条第8項に規

定する純損失の金額の控除、同条第9項

に規定する純損失若しくは雑損失の金額

の控除若しくは第34条の7の規定により

控除すべき金額(以下この条において「

寄附金税額控除額」という。)の控除を

受けようとするものを除く。以下この条

において「給与所得等以外の所得を有し

なかった者」という。)及び第24条第2項

に規定する者(施行規則第2条の2第1項の

表の上欄の(2)に掲げる者を除く。)につ

いては、この限りでない。 

(1)～(6) 略 (1)～(6) 略 

2～8 略 2～8 略 

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養

親族等申告書) 

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養

親族等申告書) 

第36条の3の2 所得税法第194条第1項の規

定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者(以下この条におい

第36条の3の2 略 



て「給与所得者」という。)で市内に住

所を有するものは、当該申告書の提出の

際に経由すべき同項に規定する給与等の

支払者(以下この条において「給与支払

者」という。)から毎年最初に給与の支

払を受ける日の前日までに、施行規則で

定めるところにより、次に掲げる事項を

記載した申告書を、当該給与支払者を経

由して、市長に提出しなければならない

。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 所得割の納税義務者(合計所得金額

が1,000万円以下であるものに限る。)

の自己と生計を一にする配偶者(法第3

13条第3項に規定する青色事業専従者

に該当するもので同項に規定する給与

の支払を受けるもの及び同条第4項に

規定する事業専従者に該当するものを

除き、              

 合計所得金額が133万円以下である

ものに限る。次条第1項において同じ

。)の氏名 

(2) 所得割の納税義務者(合計所得金額

が1,000万円以下であるものに限る。)

の自己と生計を一にする配偶者(法第3

13条第3項に規定する青色事業専従者

に該当するもので同項に規定する給与

の支払を受けるもの及び同条第4項に

規定する事業専従者に該当するものを

除く。次条第1項第2号において同じ。

)(合計所得金額が133万円以下である

ものに限る            

。)の氏名 

(3)・(4) 略 (3)・(4) 略 

2～4 略 2～4 略 

5 給与所得者は、第1項及び第3項の規定に

よる申告書の提出の際に経由すべき給与

支払者が令第48条の9の7の2において準

用する令第8条の2の2に規定する要件を

満たす場合には、施行規則で定めるとこ

ろにより、当該申告書の提出に代えて、

当該給与支払者に対し、当該申告書に記

載すべき事項を電磁的方法(電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法であって施行規則

で定めるものをいう。次条第4項及び第5

3条の9第3項において同じ。)により提供

することができる。 

5 給与所得者は、第1項及び第3項の規定に

よる申告書の提出の際に経由すべき給与

支払者が令第48条の9の7の2において準

用する令第8条の2の2に規定する要件を

満たす場合には、施行規則で定めるとこ

ろにより、当該申告書の提出に代えて、

当該給与支払者に対し、当該申告書に記

載すべき事項を電磁的方法(電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法であって施行規則

で定めるものをいう。次条第5項及び第5

3条の9第3項において同じ。)により提供

することができる。 

6 略 6 略 

(個人の市民税に係る公的年金等受給者

の扶養親族等申告書) 

(個人の市民税に係る公的年金等受給者

の扶養親族等申告書) 



第36条の3の3 所得税法第203条の6第1項の

規定により同項に規定する申告書を提出

しなければならない者又は法の施行地に

おいて同項に規定する公的年金等(所得

税法第203条の7の規定の適用を受けるも

のを除く。以下この項において「公的年

金等」という。)の支払を受ける者であ

って、特定配偶者(所得割の納税義務者(

合計所得金額が900万円以下であるもの

に限る。)の自己と生計を一にする配偶

者(退職手当等(第53条の2に規定する退

職手当等に限る。以下この項において同

じ。)に係る所得を有する者であって、

合計所得金額が95万円以下であるものに

限る。)をいう。第2号において同じ。)

又は扶養親族(年齢16歳未満の者又は控

除対象扶養親族であって退職手当等に係

る所得を有する者に限る。)若しくは特

定親族(退職手当等に係る所得を有する

者であって、合計所得金額が85万円以下

であるものに限る。)を有する者(以下こ

の条において「公的年金等受給者」とい

う。)で市内に住所を有するものは、当

該申告書の提出の際に経由すべき所得税

法第203条の6第1項に規定する公的年金

等の支払者(以下この条において「公的

年金等支払者」という。)から毎年最初

に公的年金等の支払を受ける日の前日ま

でに、施行規則で定めるところにより、

次に掲げる事項を記載した申告書を、当

該公的年金等支払者を経由して、市長に

提出しなければならない。 

第36条の3の3 次に掲げる者(以下この条に

おいて「公的年金等受給者」という。)

は、公的年金等支払者(所得税法第203条

の6第1項に規定する申告書の提出の際に

経由すべき同項に規定する公的年金等(

以下この項において「公的年金等」とい

う。)の支払者をいう。以下この条にお

いて同じ。)から毎年最初に公的年金等

の支払を受ける日の前日までに、施行規

則で定めるところにより、次項各号に掲

げる事項を記載した申告書を、当該公的

年金等支払者を経由して、市長に提出し

なければならない。 

(1) 当該公的年金等支払者の名称 (1) 所得税法第203条の6第1項の規定に

より同項に規定する申告書を提出しな

ければならない者 

(2) 特定配偶者の氏名 (2) 法の施行地において公的年金等(所

得税法第203条の7の規定の適用を受け

るものを除く。)の支払を受ける第23

条第1項第1号に掲げる者であって、特

定配偶者(所得割の納税義務者(合計所



得金額が900万円以下であるものに限

る。)の自己と生計を一にする配偶者(

合計所得金額が95万円以下であるもの

に限る。)をいう。次号及び次項第3号

において同じ。)(退職手当等(第53条

の2に規定する退職手当等に限る。以

下この号において同じ。)に係る所得

を有する者に限る。)又は扶養親族(年

齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族

であって退職手当等に係る所得を有す

る者に限る。)若しくは特定親族(退職

手当等に係る所得を有する者であって

、合計所得金額が85万円以下であるも

のに限る。)を有する者 

(3) 扶養親族又は特定親族の氏名 (3) 法の施行地において公的年金等(所

得税法第203条の7の規定の適用を受け

るものに限る。)の支払を受ける第23

条第1項第1号に掲げる者(当該年中に

支払を受けるべき当該公的年金等の額

がその年最初に当該公的年金等の支払

を受けるべき日の前日の現況において

令第48条の9の7の3に定める金額に満

たない者を除く。)であって、障害者

、寡婦若しくはひとり親に該当する者

又は特定配偶者若しくは扶養親族(年

齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族

に限る。)若しくは特定親族(合計所得

金額が85万円以下であるものに限る。

)を有する者 

(4) 前3号に掲げるもののほか、施行規

則で定める事項 

 2 前項の規定による申告書の記載事項は、

次に掲げる事項とする。 

 (1) 公的年金等支払者の名称 

 (2) 公的年金等受給者が、法第314条の

2第1項第6号に規定する特別障害者又

はその他の障害者に該当する場合には

その旨及びその該当する事実並びに寡

婦又はひとり親に該当する場合にはそ

の旨 



 (3) 特定配偶者の氏名 

 (4) 扶養親族又は特定親族の氏名 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、施行

規則で定める事項 

2 前項 又は法第317条の3の3第1項の規定

による申告書を公的年金等支払者を経由

して提出する場合において、当該申告書

に記載すべき事項がその年の前年におい

て当該公的年金等支払者を経由して提出

した前項 又は同条第1項の規定による申

告書に記載した事項と異動がないときは

、公的年金等受給者は、当該公的年金等

支払者が所得税法第203条の6第2項に規

定する国税庁長官の承認を受けている場

合に限り、施行規則で定めるところによ

り、前項 又は法第317条の3の3第1項の

規定により記載すべき事項に代えて当該

異動がない旨を記載した前項 又は同条

第1項の規定による申告書を提出するこ

とができる。 

3 第1項又は法第317条の3の3第1項の規定

による申告書を公的年金等支払者を経由

して提出する場合において、当該申告書

に記載すべき事項がその年の前年におい

て当該公的年金等支払者を経由して提出

した第1項又は同条第1項の規定による申

告書に記載した事項と異動がないときは

、公的年金等受給者は、当該公的年金等

支払者が所得税法第203条の6第2項に規

定する国税庁長官の承認を受けている場

合に限り、施行規則で定めるところによ

り、第1項又は法第317条の3の3第1項の

規定により記載すべき事項に代えて当該

異動がない旨を記載した第1項又は同条

第1項の規定による申告書を提出するこ

とができる。 

3 略 4 略 

4 公的年金等受給者は、第1項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき公的年

金等支払者が令第48条の9の7の3におい

て準用する令第8条の2の2に規定する要

件を満たす場合には、施行規則で定める

ところにより、当該申告書の提出に代え

て、当該公的年金等支払者に対し、当該

申告書に記載すべき事項を電磁的方法に

より提供することができる。 

5 公的年金等受給者は、第1項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき公的年

金等支払者が令第48条の9の8  におい

て準用する令第8条の2の2に規定する要

件を満たす場合には、施行規則で定める

ところにより、当該申告書の提出に代え

て、当該公的年金等支払者に対し、当該

申告書に記載すべき事項を電磁的方法に

より提供することができる。 

5 前項の規定の適用がある場合における第

3項の規定の適用については、同項中「

申告書が」とあるのは「申告書に記載す

べき事項を」と、「公的年金等支払者に

受理されたとき」とあるのは「公的年金

等支払者が提供を受けたとき」と、「受

理された日」とあるのは「提供を受けた

日」とする。 

6 前項の規定の適用がある場合における第

4項の規定の適用については、同項中「

申告書が」とあるのは「申告書に記載す

べき事項を」と、「公的年金等支払者に

受理されたとき」とあるのは「公的年金

等支払者が提供を受けたとき」と、「受

理された日」とあるのは「提供を受けた

日」とする。 

(固定資産税の免税点) (固定資産税の免税点) 

第63条 同一の者についてその者の所有に 第63条 同一の者についてその者の所有に



係る土地、家屋及び償却資産に対して課

する固定資産税の課税標準となるべき額

が、土地    にあっては30万円、家

屋にあっては20万円、償却資産にあって

は150万円に満たない場合においては、

固定資産税を課さない。 

係る土地、家屋又は償却資産に対して課

する固定資産税の課税標準となるべき額

が、土地又は家屋にあっては30万円  

         、償却資産にあって

は180万円に満たない場合においては、

固定資産税を課さない。 

(軽自動車税のみなす課税) (軽自動車税のみなす課税) 

第81条 軽自動車等の売買契約において売

主が当該軽自動車等の所有権を留保して

いる場合には、軽自動車税の賦課徴収に

ついては、買主を前条第1項に規定する

三輪以上の軽自動車の取得者(以下この

節において「三輪以上の軽自動車の取得

者」という。)又は軽自動車等の所有者

とみなして、軽自動車税を課する。 

第81条 軽自動車等の売買契約において売

主が当該自動車等の所有権を留保してい

る場合には、買主を軽自動車等の所有者

とみなして、軽自動車税を課する。 

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係

る軽自動車等について、買主の変更があ

ったときは、新たに買主となる者を三輪

以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等

の所有者とみなして、軽自動車税を課す

る。 

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係

る軽自動車等について、買主の変更があ

ったときは、新たに買主となる者を  

             軽自動車等

の所有者とみなして、軽自動車税を課す

る。 

3 法第444条第3項に規定する販売業者等(

以下この項において「販売業者等」とい

う。)が、その製造により取得した三輪

以上の軽自動車又はその販売のためその

他運行(道路運送車両法第2条第5項に規

定する運行をいう。次項において同じ。

)以外の目的に供するため取得した三輪

以上の軽自動車について、当該販売業者

等が、法第444条第3項に規定する車両番

号の指定を受けた場合(当該車両番号の

指定前に第1項の規定の適用を受ける売

買契約の締結が行われた場合を除く。)

には、当該販売業者等を三輪以上の軽自

動車の取得者とみなして、環境性能割を

課する。 

4 法の施行地外で三輪以上の軽自動車を取

得した者が、当該三輪以上の軽自動車を

法の施行地内に持ち込んで運行の用に供

した場合には、当該三輪以上の軽自動車



を運行の用に供する者を三輪以上の軽自

動車の取得者とみなして、環境性能割を

課する。 

(環境性能割の課税標準) 

第81条の3 環境性能割の課税標準は、三輪

以上の軽自動車の取得のために通常要す

る価額として施行規則第15条の10に定め

るところにより算定した金額とする。 

(環境性能割の税率) 

第81条の4 次の各号に掲げる三輪以上の軽

自動車に対して課する環境性能割の税率

は、当該各号に定める率とする。 

(1) 法第451条第1項(同条第4項又は第5

項において準用する場合を含む。)の

規定の適用を受けるもの 100分の1 

(2) 法第451条第2項(同条第4項又は第5

項において準用する場合を含む。)の

規定の適用を受けるもの 100分の2 

(3) 法第451条第3項の規定の適用を受

けるもの 100分の3 

(環境性能割の徴収の方法) 

第81条の5 環境性能割の徴収については、

申告納付の方法によらなければならない

。 

(環境性能割の申告納付) 

第81条の6 環境性能割の納税義務者は、法

第454条第1項各号に掲げる三輪以上の軽

自動車の区分に応じ、当該各号に定める

時又は日までに、施行規則第33号の4様

式による申告書を市長に提出するととも

に、その申告に係る環境性能割額を納付

しなければならない。 

2 三輪以上の軽自動車の取得者(環境性能

割の納税義務者を除く。)は、法第454条

第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める時又は日までに、施行規則第

33号の4様式による報告書を市長に提出

しなければならない。 

(軽自動車税の賦課期日及び納期) (軽自動車税の賦課期日及び納期) 

第83条 種別割  の賦課期日は、4月1日 第83条 軽自動車税の賦課期日は、4月1日



とする。 とする。 

2・3 略 2・3 略 

(種別割  の徴収の方法) (軽自動車税の徴収の方法) 

第85条 種別割  は、普通徴収の方法に

よって徴収する。 

第85条 軽自動車税は、普通徴収の方法に

よって徴収する。 

付 則 付 則 

(特定一般用医薬品等購入費を支払った

場合の医療費控除の特例) 

(特定一般用医薬品等購入費を支払った

場合の医療費控除の特例) 

第6条 平成30年度から令和9年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、法附則第

4条の5第3項の規定に該当する場合にお

ける第34条の2の規定による控除につい

ては、その者の選択により、同条中「同

条第1項」とあるのは「同条第1項(第2号

を除く。)」と、「まで」とあるのは「ま

で並びに法附則第4条の5第3項の規定に

より読み替えて適用される法第314条の2

第1項(第2号に係る部分に限る。)」とし

て、同条の規定を適用することができる

。 

第6条 平成30年度以後       の各

年度分の個人の市民税に限り、法附則第

4条の5第3項の規定に該当する場合にお

ける第34条の2の規定による控除につい

ては、その者の選択により、同条中「同

条第1項」とあるのは「同条第1項(第2号

を除く。)」と、「まで」とあるのは「ま

で並びに法附則第4条の5第3項の規定に

より読み替えて適用される法第314条の2

第1項(第2号に係る部分に限る。)」とし

て、同条の規定を適用することができる

。 

(個人の市民税の住宅借入金等特別税額

控除) 

第7条の3 平成20年度から平成28年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、所得

割の納税義務者が前年分の所得税につき

租税特別措置法第41条又は第41条の2の2

の規定の適用を受けた場合(同法第41条

第1項に規定する居住年(次条において「

居住年」という。)が平成11年から平成1

8年までの各年である場合に限る。)にお

いては、法附則第5条の4第6項に規定す

るところにより控除すべき額(第3項にお

いて「市民税の住宅借入金等特別税額控

除額」という。)を、当該納税義務者の

第34条の3及び第34条の6の規定を適用し

た場合の所得割の額から控除する。 

2 前項の規定の適用がある場合における第

34条の8及び第34条の9第1項の規定の適

用については、第34条の8中「前2条」と

あるのは「前2条並びに付則第7条の3第1



項」と、第34条の9第1項中「前3条」と

あるのは「前3条並びに付則第7条の3第1

項」とする。 

3 第1項の規定は、市民税の所得割の納税

義務者が、当該年度の初日の属する年の

3月15日までに、施行規則で定めるとこ

ろにより、同項の規定の適用を受けよう

とする旨及び市民税の住宅借入金等特別

税額控除額の控除に関する事項を記載し

た市民税の住宅借入金等特別税額控除申

告書(その提出期限後において市民税の

納税通知書が送達される時までに提出さ

れたものを含む。)を、市長に提出した

場合(法附則第5条の4第9項の規定により

税務署長を経由して提出した場合を含む

。)に限り、適用する。 

 (個人の市民税の住宅借入金等特別税額

控除) 

第7条の3の2 平成22年度から令和20年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、所

得割の納税義務者が前年分の所得税につ

き租税特別措置法第41条又は第41条の2

の2の規定の適用を受けた場合(居住年が

平成11年から平成18年まで又は平成21年

から令和7年 までの各年である場合に限

る。)において、前条第1項の規定の適用

を受けないときは、法附則第5条の4の2

第5項(同条第7項の規定により読み替え

て適用される場合を含む。)に規定する

ところにより控除すべき額を、当該納税

義務者の第34条の3及び第34条の6の規定

を適用した場合の所得割の額から控除す

る。 

第7条の3   平成22年度から令和25年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、所

得割の納税義務者が前年分の所得税につ

き租税特別措置法第41条又は第41条の2

の2の規定の適用を受けた場合(同法第41

条第1項に規定する居住年が  平成21年

から令和12年までの各年である場合に限

る。)には              

        、法附則第5条の4第5

項  (同条第7項の規定により読み替え

て適用される場合を含む。)に規定する

ところにより控除すべき額を、当該納税

義務者の第34条の3及び第34条の6の規定

を適用した場合の所得割の額から控除す

る。 

2 前項の規定の適用がある場合における第

34条の8及び第34条の9第1項の規定の適

用については、第34条の8中「前2条」と

あるのは「前2条並びに付則第7条の3の2

第1項」と、第34条の9第1項中「前3条」

とあるのは「前3条並びに付則第7条の3

の2第1項」とする。 

2 前項の規定の適用がある場合における第

34条の8及び第34条の9第1項の規定の適

用については、第34条の8中「前2条」と

あるのは「前2条並びに付則第7条の3第1

項  」と、第34条の9第1項中「前3条」

とあるのは「前3条並びに付則第7条の3

第1項  」とする。 



(寄附金税額控除における特例控除額の

特例) 

(寄附金税額控除における特例控除額の

特例) 

第7条の4 第34条の7の規定の適用を受ける

市民税の所得割の納税義務者が、法第31

4条の7第11項第2号若しくは第3号に掲げ

る場合に該当する場合又は第34条の3第2

項に規定する課税総所得金額、課税退職

所得金額及び課税山林所得金額を有しな

い場合であって、当該納税義務者の前年

中の所得について、付則第16条の3第1項

、付則第16条の4第1項、付則第17条第1

項、付則第18条第1項、付則第19条第1項

、付則第19条の2第1項又は付則第20条第

1項           の規定の適用

を受けるときは、第34条の7第2項に規定

する特例控除額は、同項の規定にかかわ

らず、法附則第5条の5第2項(法附則第5

条の6第2項     の規定により読み

替えて適用される場合を含む。)に定め

るところにより計算した金額とする。 

第7条の4 第34条の7の規定の適用を受ける

市民税の所得割の納税義務者が、法第31

4条の7第11項第2号若しくは第3号に掲げ

る場合に該当する場合又は第34条の3第2

項に規定する課税総所得金額、課税退職

所得金額及び課税山林所得金額を有しな

い場合であって、当該納税義務者の前年

中の所得について、付則第16条の3第1項

、付則第16条の4第1項、付則第17条第1

項、付則第18条第1項、付則第19条第1項

、付則第19条の2第1項、付則第19条の3

第1項又は付則第20条第1項の規定の適用

を受けるときは、第34条の7第2項に規定

する特例控除額は、同項の規定にかかわ

らず、法附則第5条の5第2項(法附則第5

条の6第3項又は第4項の規定により読み

替えて適用される場合を含む。)に定め

るところにより計算した金額とする。 

(肉用牛の売却による事業所得に係る市

民税の課税の特例) 

(肉用牛の売却による事業所得に係る市

民税の課税の特例) 

第8条 昭和57年度から令和9年度 までの各

年度分の個人の市民税に限り、法附則第

6条第4項に規定する場合において、第36

条の2第1項の規定による申告書(その提

出期限後において市民税の納税通知書が

送達される時までに提出されたもの及び

その時までに提出された第36条の3第1項

の確定申告書を含む。次項において同じ

。)に肉用牛の売却に係る租税特別措置

法第25条第1項に規定する事業所得の明

細に関する事項の記載があるとき(これ

らの申告書にその記載がないことについ

てやむを得ない理由があると市長が認め

るときを含む。次項において同じ。)は

、当該事業所得に係る市民税の所得割の

額を免除する。 

第8条 昭和57年度から令和12年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、法附則第

6条第4項に規定する場合において、第36

条の2第1項の規定による申告書(その提

出期限後において市民税の納税通知書が

送達される時までに提出されたもの及び

その時までに提出された第36条の3第1項

の確定申告書を含む。次項において同じ

。)に肉用牛の売却に係る租税特別措置

法第25条第1項に規定する事業所得の明

細に関する事項の記載があるとき(これ

らの申告書にその記載がないことについ

てやむを得ない理由があると市長が認め

るときを含む。次項において同じ。)は

、当該事業所得に係る市民税の所得割の

額を免除する。 

2 前項に規定する各年度分の個人の市民税

に限り、法附則第6条第5項に規定する場

2 前項に規定する各年度分の個人の市民税

に限り、法附則第6条第5項に規定する場



合において、第36条の2第1項の規定によ

る申告書に肉用牛の売却に係る租税特別

措置法第25条第2項第2号に規定する事業

所得の明細に関する事項の記載があると

きは、その者の前年の総所得金額に係る

市民税の所得割の額は、第33条から第34

条の3まで、第34条の6から第34条の8まで

、付則第7条第1項、付則第7条の3第1項、

付則第7条の3の2第1項及び付則第7条の4

の規定にかかわらず、法附則第6条第5項

各号に掲げる金額の合計額とすることが

できる。 

合において、第36条の2第1項の規定によ

る申告書に肉用牛の売却に係る租税特別

措置法第25条第2項第2号に規定する事業

所得の明細に関する事項の記載があると

きは、その者の前年の総所得金額に係る

市民税の所得割の額は、第33条から第34

条の3まで、第34条の6から第34条の8まで

、付則第7条第1項、付則第7条の3第1項 

           及び付則第7条の4

の規定にかかわらず、法附則第6条第5項

各号に掲げる金額の合計額とすることが

できる。 

3 略 3 略 

(個人の市民税の寄附金税額控除に係る

申告の特例等) 

(個人の市民税の寄附金税額控除に係る

申告の特例等) 

第9条 略 第9条 略 

第9条の2 当分の間、所得割の納税義務者

が前年中に特例控除対象寄附金を支出し

、かつ、当該納税義務者について前条第

3項の規定による申告特例通知書の送付

があった場合(法附則第7条第13項の規定

によりなかったものとみなされる場合を

除く。)には、法附則第7条の2第4項  

に規定するところにより控除すべき額を

、第34条の7第1項及び第2項の規定を適

用した場合の所得割の額から控除するも

のとする。 

第9条の2 当分の間、所得割の納税義務者

が前年中に特例控除対象寄附金を支出し

、かつ、当該納税義務者について前条第

3項の規定による申告特例通知書の送付

があった場合(法附則第7条第13項の規定

によりなかったものとみなされる場合を

除く。)には、法附則第7条の2第4項(法

附則第7条の3第3項又は第4項の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む。)

に規定するところにより控除すべき額を

、第34条の7第1項及び第2項の規定を適

用した場合の所得割の額から控除するも

のとする。 

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定

める割合) 

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定

める割合) 

第10条の2 略 第10条の2 略 

2～16 略 2～16 略 

 17 法附則第15条の11第1項の条例で定める

割合は、3分の1とする。 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべき

申告) 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとする者がすべき

申告) 

第10条の3 略 第10条の3 略 

2～6 略 2～6 略 



7 法附則第15条の8第4項の家屋について、

同項の規定の適用を受けようとする者は

、当該年度の初日の属する年の1月31日

までに次に掲げる事項を記載した申告書

に令附則第12条第16項に規定する従前の

家屋について移転補償金を受けたことを

証する書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

7 法附則第15条の8第4項の家屋について、

同項の規定の適用を受けようとする者は

、当該年度の初日の属する年の1月31日

までに次に掲げる事項を記載した申告書

に令附則第12条第17項に規定する従前の

家屋について移転補償金を受けたことを

証する書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

8 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住

宅について、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該耐震基準適合住宅に

係る耐震改修が完了した日から3月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に

当該耐震改修に要した費用を証する書類

及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12

条第19項に規定する基準を満たすことを

証する書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

8 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住

宅について、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該耐震基準適合住宅に

係る耐震改修が完了した日から3月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に

当該耐震改修に要した費用を証する書類

及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12

条第20項に規定する基準を満たすことを

証する書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

(1)～(6) 略 (1)～(6) 略 

9 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改

修住宅又は同条第5項の高齢者等居住改

修専有部分について、これらの規定の適

用を受けようとする者は、同条第4項に

規定する居住安全改修工事が完了した日

から3月以内に、次に掲げる事項を記載

した申告書に施行規則附則第7条第9項各

号に掲げる書類を添付して市長に提出し

なければならない。 

9 略 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

(4) 令附則第12条第23項に掲げる者に

該当する者の住所、氏名及び当該者が

同項各号のいずれに該当するかの別 

(4) 令附則第12条第24項に掲げる者に

該当する者の住所、氏名及び当該者が

同項各号のいずれに該当するかの別 

(5) 略 (5) 略 

(6) 居住安全改修工事に要した費用並

びに令附則第12条第24項に規定する補

助金等、居宅介護住宅改修費及び介護

予防住宅改修費 

(6) 居住安全改修工事に要した費用並

びに令附則第12条第25項に規定する補

助金等、居宅介護住宅改修費及び介護

予防住宅改修費 

(7) 略 (7) 略 

10 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改 10 略 



修等住宅又は同条第10項の熱損失防止改

修等専有部分について、これらの規定の

適用を受けようとする者は、同条第9項

に規定する熱損失防止改修工事等が完了

した日から3月以内に、次に掲げる事項

を記載した申告書に施行規則附則第7条

第10項各号に掲げる書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費

用及び令附則第12条第31項に規定する

補助金等 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費

用及び令附則第12条第32項に規定する

補助金等 

(6) 略 (6) 略 

11 略 11 略 

12 法附則第15条の9の2第4項に規定する特

定熱損失防止改修等住宅又は同条第5項

に規定する特定熱損失防止改修等住宅専

有部分について、これらの規定の適用を

受けようとする者は、法附則第15条の9

第9項に規定する熱損失防止改修工事等

が完了した日から3月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則

第7条第12項各号に掲げる書類を添付し

て市長に提出しなければならない。 

12 略 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費

用及び令附則第12条第31項に規定する

補助金等 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費

用及び令附則第12条第32項に規定する

補助金等 

(6) 略 (6) 略 

13・14 略 13・14 略 

15 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合

家屋について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該耐震基準適合家屋

に係る耐震改修が完了した日から3月以

内に、次に掲げる事項を記載した申告書

に施行規則附則第7条第18項に規定する

補助に係る補助金確定通知書の写し、建

築物の耐震改修の促進に関する法律(平

成7年法律第123号)第7条又は附則第3条

第1項の規定による報告の写し及び当該

15 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合

家屋について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、当該耐震基準適合家屋

に係る耐震改修が完了した日から3月以

内に、次に掲げる事項を記載した申告書

に施行規則附則第7条第18項に規定する

補助に係る補助金確定通知書の写し、建

築物の耐震改修の促進に関する法律(平

成7年法律第123号)第7条又は附則第3条

第1項の規定による報告の写し及び当該



耐震改修後の家屋が令附則第12条第19項

に規定する基準を満たすことを証する書

類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

耐震改修後の家屋が令附則第12条第20項

に規定する基準を満たすことを証する書

類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

16 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術

公演施設について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、同項に規定する利

便性等向上改修工事が完了した日から3

月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律施行規則(平成18

年国土交通省令第110号)第10条第2項に

規定する通知書の写し及び主として劇場

、音楽堂等の活性化に関する法律(平成2

4年法律第49号)第2条第2項に規定する実

演芸術の公演の用に供する施設である 

         を証する書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

16 法附則第15条の11第1項の改修特別特定

建築物 について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、同項に規定する利

便性等向上改修工事が完了した日から3

月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に施行規則附則第7条の2第1項に規

定する補助に係る補助金確定通知書の写

し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律(平成18年法律第9

1号)第14条第1項に規定する建築物移動

等円滑化基準(同条第3項の条例で付加し

た事項を含む。)又は同法第17条第3項第

1号に規定する同法第2条第20号に規定す

る建築物特定施設の構造及び配置に関す

る基準に適合する旨を証する書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日 (3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律施行令(

平成18年政令第379号)第5条各号に掲

げる特別特定建築物(高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に関する法

律第14条第3項の条例で定める同法第2

条第18号に規定する特定建築物を含む

。)のいずれに該当するかの別 

(4)～(6) 略 (4)～(6) 略 

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の

特例) 

第15条の3 軽自動車税の環境性能割の賦課

徴収は、当分の間、第1章第2節の規定に

かかわらず、県が、自動車税の環境性能

割の賦課徴収の例により、行うものとす

る。 

2 県知事は、当分の間、前項の規定により

行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収

に関し、三輪以上の軽自動車が法第446



条第1項(同条第2項又は第3項において準

用する場合を含む。)又は法第451条第1

項若しくは第2項(これらの規定を同条第

4項又は第5項において準用する場合を含

む。)の適用を受ける三輪以上の軽自動

車に該当するかどうかの判断をするとき

は、国土交通大臣の認定等(法附則第29

条の9第3項に規定する国土交通大臣の認

定等をいう。次項において同じ。)に基

づき当該判断をするものとする。 

3 県知事は、当分の間、第1項の規定によ

り賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能

割につき、その納付すべき額について不

足額があることを付則第15条の4の規定

により読み替えられた第81条の6第1項の

納期限(納期限の延長があったときは、

その延長された納期限)後において知っ

た場合において、当該事実が生じた原因

が、国土交通大臣の認定等の申請をした

者が偽りその他不正の手段(当該申請を

した者に当該申請に必要な情報を直接又

は間接に提供した者の偽りその他不正の

手段を含む。)により国土交通大臣の認

定等を受けたことを事由として国土交通

大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り

消したことによるものであるときは、当

該申請をした者又はその一般承継人を当

該不足額に係る三輪以上の軽自動車につ

いて法附則第29条の11の規定によりその

例によることとされた法第161条第1項に

規定する申告書を提出すべき当該三輪以

上の軽自動車の取得者とみなして、軽自

動車税の環境性能割に関する規定を適用

する。 

4 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の環境性能割の額は

、同項の不足額に、これに100分の35の

割合を乗じて計算した金額を加算した金

額とする。 

(軽自動車税の環境性能割の申告納付の



特例) 

第15条の4 第81条の6の規定による申告納

付については、当分の間、同条中「市長

」とあるのは、「県知事」とする。 

(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取

扱費の交付) 

第15条の5 市は県が軽自動車税の環境性能

割の賦課徴収に関する事務を行うために

要する費用を補償するため、法附則第29

条の16第1項に掲げる金額の合計額を、

徴収取扱費として県に交付する。 

(軽自動車税の環境性能割の税率の特例) 

第15条の6 営業用の三輪以上の軽自動車に

対する第81条の4の規定の適用について

は、当分の間、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする

。 

【別記 参照】  

2 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第

81条の4(第3号に係る部分に限る。)の規

定の適用については、当分の間、同号中

「100分の3」とあるのは、「100分の2」

とする。 

(軽自動車税の種別割の税率の特例) (軽自動車税    の税率の特例) 

第16条 法附則第30条第1項に規定する三輪

以上の軽自動車に対する当該軽自動車が

最初の法第444条第3項に規定する   

      車両番号の指定(次項から

第4項までにおいて「初回車両番号指定

」という。)を受けた月から起算して14

年を経過した月の属する年度以後の年度

分の軽自動車税の種別割に係る第82条の

規定の適用については、当分の間、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

第16条 法附則第30条第1項に規定する三輪

以上の軽自動車に対する当該軽自動車が

最初の道路運送車両法第60条第1項後段

の規定による車両番号の指定(次項及び

第3項  において「初回車両番号指定

」という。)を受けた月から起算して14

年を経過した月の属する年度以後の年度

分の軽自動車税    に係る第82条の

規定の適用については、当分の間、次の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

表略 表略 

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲

げる三輪以上の軽自動車に対する第82条

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲

げる三輪以上の軽自動車に対する第82条



の規定の適用については、当該軽自動車

が令和4年4月1日から令和8年3月31日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合

には、当該初回車両番号指定を受けた日

の属する年度の翌年度分の軽自動車税の

種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする

。 

の規定の適用については、当該軽自動車

が令和7年4月1日から令和10年3月31日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合

には、当該初回車両番号指定を受けた日

の属する年度の翌年度分の軽自動車税 

   に限り、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする

。 

表略 表略 

3 法附則第30条第3項の規定の適用を受け

る三輪以上の法第446条第1項第3号に規

定するガソリン軽自動車(以下この項及

び次項において「ガソリン軽自動車」と

いう。)(営業用の乗用のものに限る。)

に対する第82条の規定の適用については

、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1

日から令和8年3月31日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には、当該初回

車両番号指定を受けた日の属する年度の

翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、

同条第2号ア(二)中「3,900円」とあるの

は「2,000円」と、同号ア(三)(i)中「6,

900円」とあるのは「3,500円」とする。 

3 法附則第30条第3項の規定の適用を受け

る三輪以上の同項        に規

定するガソリン軽自動車(以下この項 

   において「ガソリン軽自動車」と

いう。)(営業用の乗用のものに限る。)

に対する第82条の規定の適用については

、当該ガソリン軽自動車が令和7年4月1

日から令和8年3月31日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には、令和8年

度分                

    の軽自動車税    に限り、

同条第2号ア(二)中「3,900円」とあるの

は「2,000円」と、同号ア(三)(i)中「6,

900円」とあるのは「3,500円」とする。 

4 法附則第30条第4項の規定の適用を受け

る三輪以上のガソリン軽自動車(前項の

規定の適用を受けるものを除き、営業用

の乗用のものに限る。)に対する第82条

の規定の適用については、当該ガソリン

軽自動車が令和4年4月1日から令和7年3

月31日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には、当該初回車両番号指定を

受けた日の属する年度の翌年度分の軽自

動車税の種別割に限り、同条第2号ア(二

)中「3,900円」とあるのは「3,000円」

と、同号ア(三)(i)中「6,900円」とある

のは「5,200円」とする。 

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例) (軽自動車税    の賦課徴収の特例) 

第16条の2 市長は、軽自動車税の種別割の

賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が

第16条の2 市長は、軽自動車税    の

賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が



前条第2項から第4項までの規定の適用を

受ける三輪以上の軽自動車に該当するか

どうかの判断をするときは、国土交通大

臣の認定等(法附則第30条の2第1項に規

定する国土交通大臣の認定等をいう。次

項において同じ。)に基づき当該判断を

するものとする。 

前条第2項又は第3項  の規定の適用を

受ける三輪以上の軽自動車に該当するか

どうかの判断をするときは、国土交通大

臣の認定等(法附則第30条の2第1項に規

定する国土交通大臣の認定等をいう。次

項において同じ。)に基づき当該判断を

するものとする。 

2 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割

の額について不足額があることを第83条

第2項の納期限(納期限の延長があったと

きは、その延長された納期限)後におい

て知った場合において、当該事実が生じ

た原因が、国土交通大臣の認定等の申請

をした者が偽りその他不正の手段(当該

申請をした者に当該申請に必要な情報を

直接又は間接に提供した者の偽りその他

不正の手段を含む。)により国土交通大

臣の認定等を受けたことを事由として国

土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等

を取り消したことによるものであるとき

は、当該申請をした者又はその一般承継

人を賦課期日現在における当該不足額に

係る三輪以上の軽自動車の所有者とみな

して、軽自動車税の種別割に関する規定

(第87条及び第88条の規定を除く。)を適

用する。 

2 市長は、納付すべき軽自動車税    

の額について不足額があることを第83条

第2項の納期限(納期限の延長があったと

きは、その延長された納期限)後におい

て知った場合において、当該事実が生じ

た原因が、国土交通大臣の認定等の申請

をした者が偽りその他不正の手段(当該

申請をした者に当該申請に必要な情報を

直接又は間接に提供した者の偽りその他

不正の手段を含む。)により国土交通大

臣の認定等を受けたことを事由として国

土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等

を取り消したことによるものであるとき

は、当該申請をした者又はその一般承継

人を賦課期日現在における当該不足額に

係る三輪以上の軽自動車の所有者とみな

して、軽自動車税    に関する規定

(第87条及び第88条の規定を除く。)を適

用する。 

3 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の種別割の額は、同

項の不足額に、これに100分の35の割合

を乗じて計算した金額を加算した金額と

する。 

3 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税    の額は、同

項の不足額に、これに100分の35の割合

を乗じて計算した金額を加算した金額と

する。 

(上場株式等に係る配当所得等に係る市

民税の課税の特例) 

(上場株式等に係る配当所得等に係る市

民税の課税の特例) 

第16条の3 略 第16条の3 略 

2 略 2 略 

3 第1項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

3 略 

(1) 略 (1) 略 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項、付則第7条第1項、付則

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項、付則第7条第1項及び付



第7条の3第1項及び付則第7条の3の2第

1項の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第16条の3第1項の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項前段、第34条の8、第34

条の9第1項、付則第7条第1項、付則第

7条の3第1項及び付則第7条の3の2第1

項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに付則第16条の3第1項の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第16条

の3第1項の規定による市民税の所得割

の額の合計額」とする。 

則第7条の3第1項         

  の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第16条の3第1項の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項前段、第34条の8、第34

条の9第1項、付則第7条第1項及び付則

第7条の3第1項          

 中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに付則第16条の3第1項の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第16条

の3第1項の規定による市民税の所得割

の額の合計額」とする。 

(3)～(5) 略 (3)～(5) 略 

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る

市民税の課税の特例) 

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る

市民税の課税の特例) 

第16条の4 略 第16条の4 略 

2 略 2 略 

3 第1項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

3 略 

(1) 略 (1) 略 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項、付則第7条第1項、付則

第7条の3第1項及び付則第7条の3の2第

1項の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第16条の4第1項の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項前段、第34条の8、第34

条の9第1項、付則第7条第1項、付則第

7条の3第1項及び付則第7条の3の2第1

項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに付則第16条の4第1項の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第16条

の4第1項の規定による市民税の所得割

の額の合計額」とする。 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項、付則第7条第1項及び付

則第7条の3第1項          

  の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第16条の4第1項の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項前段、第34条の8、第34

条の9第1項、付則第7条第1項及び付則

第7条の3第1項          

 中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに付則第16条の4第1項の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第16条

の4第1項の規定による市民税の所得割

の額の合計額」とする。 



(3)～(5) 略 (3)～(5) 略 

4 略 4 略 

(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課

税の特例) 

(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課

税の特例) 

第17条 略 第17条 略 

2 略 2 略 

3 第1項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

3 略 

(1) 略 (1) 略 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項、付則第7条第1項、付則

第7条の3第1項及び付則第7条の3の2第

1項の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第17条第1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第34

条の7第1項前段、第34条の8、第34条

の9第1項、付則第7条第1項、付則第7

条の3第1項及び付則第7条の3の2第1項

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに付則第17条第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条

の7第1項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び付則第17条第1

項の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項、付則第7条第1項及び付

則第7条の3第1項         

  の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第17条第1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第34

条の7第1項前段、第34条の8、第34条

の9第1項、付則第7条第1項及び付則第

7条の3第1項            

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに付則第17条第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条

の7第1項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び付則第17条第1

項の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。 

(3)～(5) 略 (3)～(5) 略 

(優良住宅地の造成等のために土地等を

譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税

の課税の特例) 

(優良住宅地の造成等のために土地等を

譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税

の課税の特例) 

第17条の2 昭和63年度から令和8年度 まで

の各年度分の個人の市民税に限り、所得

割の納税義務者が前年中に前条第1項に

規定する譲渡所得の基因となる土地等(

租税特別措置法第31条第1項に規定する

土地等をいう。以下この条において同じ

。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。

以下この条において同じ。)をした場合

において、当該譲渡が優良住宅地等のた

めの譲渡(法附則第34条の2第1項に規定

第17条の2 昭和63年度から令和11年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、所得

割の納税義務者が前年中に前条第1項に

規定する譲渡所得の基因となる土地等(

租税特別措置法第31条第1項に規定する

土地等をいう。以下この条において同じ

。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。

以下この条において同じ。)をした場合

において、当該譲渡が優良住宅地等のた

めの譲渡(法附則第34条の2第1項に規定



する優良住宅地等のための譲渡をいう。

)に該当するときにおける前条第1項に規

定する譲渡所得(次条の規定の適用を受

ける譲渡所得を除く。次項において同じ

。)に係る課税長期譲渡所得金額に対し

て課する市民税の所得割の額は、前条第

1項の規定にかかわらず、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る金額に相当する額とする。 

する優良住宅地等のための譲渡をいう。

)に該当するときにおける前条第1項に規

定する譲渡所得(次条の規定の適用を受

ける譲渡所得を除く。次項において同じ

。)に係る課税長期譲渡所得金額に対し

て課する市民税の所得割の額は、前条第

1項の規定にかかわらず、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る金額に相当する額とする。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

2 前項の規定は、昭和63年度から令和8 

年度 までの各年度分の個人の市民税に

限り、所得割の納税義務者が前年中に前

条第1項に規定する譲渡所得の基因とな

る土地等の譲渡をした場合において、当

該譲渡が確定優良住宅地等予定地のため

の譲渡(法附則第34条の2第5項に規定す

る確定優良住宅地等予定地のための譲渡

をいう。以下この項において同じ。)に

該当するときにおける前条第1項に規定

する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金

額に対して課する市民税の所得割につい

て準用する。この場合において、当該譲

渡が法附則第34条の2第10項の規定に該

当することとなるときは、当該譲渡は、

確定優良住宅地等予定地のための譲渡で

はなかったものとみなす。 

2 前項の規定は、昭和63年度から令和1 

1年度までの各年度分の個人の市民税に

限り、所得割の納税義務者が前年中に前

条第1項に規定する譲渡所得の基因とな

る土地等の譲渡をした場合において、当

該譲渡が確定優良住宅地等予定地のため

の譲渡(法附則第34条の2第6項に規定す

る確定優良住宅地等予定地のための譲渡

をいう。以下この項において同じ。)に

該当するときにおける前条第1項に規定

する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金

額に対して課する市民税の所得割につい

て準用する。この場合において、当該譲

渡が法附則第34条の2第12項の規定に該

当することとなるときは、当該譲渡は、

確定優良住宅地等予定地のための譲渡で

はなかったものとみなす。 

3 略 3 略 

 4 第1項(第2項において準用する場合を含

む。)の場合において、所得割の納税義

務者が、租税特別措置法第31条の2第2項

第13号から第15号までに掲げる土地等の

譲渡に該当するものをしたときにおける

その譲渡をした土地等がその譲渡をした

時において地すべり等防止法(昭和33年

法律第30号)第3条第1項の地すべり防止

区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止

に関する法律(昭和44年法律第57号)第3

条第1項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂

災害警戒区域等における土砂災害防止対



策の推進に関する法律(平成12年法律第5

7号)第9条第1項の土砂災害特別警戒区域

又は特定都市河川浸水被害対策法(平成1

5年法律第77号)第56条第1項の浸水被害

防止区域内にあるときは、当該土地等の

譲渡は、第1項又は第2項に規定する優良

住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅

地等予定地のための譲渡に該当しないも

のとみなす。 

(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課

税の特例) 

(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課

税の特例) 

第18条 略 第18条 略 

2～4 略 2～4 略 

5 第1項の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

5 略 

(1) 略 (1) 略 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項、付則第7条第1項、付則

第7条の3第1項及び付則第7条の3の2第

1項の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第18条第1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第34

条の7第1項前段、第34条の8、第34条

の9第1項、付則第7条第1項、付則第7

条の3第1項及び付則第7条の3の2第1項

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに付則第18条第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条

の7第1項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び付則第18条第1

項の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項、付則第7条第1項及び付

則第7条の3第1項          

  の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第18条第1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第34

条の7第1項前段、第34条の8、第34条

の9第1項、付則第7条第1項及び付則第

7条の3第1項            

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに付則第18条第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条

の7第1項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び付則第18条第1

項の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。 

(3)～(5) 略 (3)～(5) 略 

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個

人の市民税の課税の特例) 

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個

人の市民税の課税の特例) 

第19条 略 第19条 略 

2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

2 略 

(1) 略 (1) 略 



(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項、付則第7条第1項、付則

第7条の3第1項及び付則第7条の3の2第

1項の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第19条第1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第34

条の7第1項前段、第34条の8、第34条

の9第1項、付則第7条第1項、付則第7

条の3第1項及び付則第7条の3の2第1項

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに付則第19条第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条

の7第1項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び付則第19条第1

項の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項、付則第7条第1項及び付

則第7条の3第1項          

  の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第19条第1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第34

条の7第1項前段、第34条の8、第34条

の9第1項、付則第7条第1項及び付則第

7条の3第1項            

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに付則第19条第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条

の7第1項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び付則第19条第1

項の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。 

(3)～(5) 略 (3)～(5) 略 

第19条の2 略 第19条の2 略 

 (特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る

個人の市民税の課税の特例) 

 第19条の3 当分の間、所得割の納税義務者

が前年中に租税特別措置法第38条の2第1

項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑

所得を有する場合には、当該事業所得、

譲渡所得及び雑所得については、第33条

第1項及び第2項並びに第34条の3の規定

にかかわらず、他の所得と区分し、前年

中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金

額及び雑所得の金額として令附則第18条

の6の4で定めるところにより計算した金

額(以下この項において「特定暗号資産

に係る譲渡所得等の金額」という。)に

対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所得

等の金額(特定暗号資産に係る譲渡所得

等の金額(次項第1号の規定により読み替

えて適用される第34条の2の規定の適用

がある場合には、その適用後の金額)を

いう。)の100分の3に相当する金額に相

当する市民税の所得割を課する。 



 2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

 (1) 第34条の2の規定の適用については

、同条中「総所得金額」とあるのは、

「総所得金額、付則第19条の3第1項に

規定する特定暗号資産に係る譲渡所得

等の金額」とする。 

 (2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項、付則第7条第1項及び付

則第7条の3第1項の規定の適用につい

ては、第34条の6中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第19条

の3第1項の規定による市民税の所得割

の額」と、第34条の7第1項前段、第34

条の8、第34条の9第1項、付則第7条第

1項及び付則第7条の3第1項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに

付則第19条の3第1項の規定による市民

税の所得割の額」と、第34条の7第1項

後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第19条の3第1項の規

定による市民税の所得割の額の合計額

」とする。 

 (3) 第35条の規定の適用については、

同条中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は付則第

19条の3第1項に規定する特定暗号資産

に係る譲渡所得等の金額」と、「若し

くは山林所得金額」とあるのは「、山

林所得金額若しくは付則第19条の3第1

項に規定する特定暗号資産に係る譲渡

所得等の金額」とする。 

 (4) 付則第5条の規定の適用については

、同条第1項中「山林所得金額」とあ

るのは「山林所得金額並びに付則第19

条の3第1項に規定する特定暗号資産に

係る譲渡所得等の金額」と、同条第2

項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに付則第19条の3第1項の規

定による市民税の所得割の額」とする



。 

(先物取引に係る雑所得等に係る個人の

市民税の課税の特例) 

(先物取引に係る雑所得等に係る個人の

市民税の課税の特例) 

第20条 略 第20条 略 

2 略 2 略 

(1) 略 (1) 略 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項、付則第7条第1項、付則

第7条の3第1項及び付則第7条の3の2第

1項の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第20条第1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第34

条の7第1項前段、第34条の8、第34条

の9第1項、付則第7条第1項、付則第7

条の3第1項及び付則第7条の3の2第1項

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに付則第20条第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条

の7第1項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び付則第20条第1

項の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項、付則第7条第1項及び付

則第7条の3第1項          

  の規定の適用については、第34条

の6中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第20条第1項の規定

による市民税の所得割の額」と、第34

条の7第1項前段、第34条の8、第34条

の9第1項、付則第7条第1項及び付則第

7条の3第1項            

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに付則第20条第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条

の7第1項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び付則第20条第1

項の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。 

(3)～(5) 略 (3)～(5) 略 

(特例適用利子等及び特例適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例) 

(特例適用利子等及び特例適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例) 

第20条の2 略 第20条の2 略 

2 略 2 略 

(1) 略 (1) 略 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項並びに付則第7条第1項、

第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項

の規定の適用については、第34条の6

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び付則第20条の2第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条

の7第1項前段、第34条の8、第34条の9

第1項並びに付則第7条第1項、第7条の

3第1項及び第7条の3の2第1項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並び

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項並びに付則第7条第1項及

び付則第7条の3第1項       

の規定の適用については、第34条の6

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び付則第20条の2第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第34条

の7第1項前段、第34条の8、第34条の9

第1項並びに付則第7条第1項及び付則

第7条の3第1項       中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並び



に付則第20条の2第1項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の7第1

項後段中「所得割の額」とあるのは「

所得割の額及び付則第20条の2第1項の

規定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

に付則第20条の2第1項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の7第1

項後段中「所得割の額」とあるのは「

所得割の額及び付則第20条の2第1項の

規定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

(3)～(5) 略 (3)～(5) 略 

3・4 略 3・4 略 

5 第3項後段の規定の適用がある場合には

、次に定めるところによる。 

5 略 

(1) 略 (1) 略 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項並びに付則第7条第1項、

第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項

の規定の適用については、第34条の6

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び付則第20条の2第3項後段の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項前段、第34条の8、第34

条の9第1項並びに付則第7条第1項、第

7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中

「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに付則第20条の2第3項後段の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第20条

の2第3項後段の規定による市民税の所

得割の額の合計額」とする。 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項並びに付則第7条第1項及

び付則第7条の3第1項       

の規定の適用については、第34条の6

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び付則第20条の2第3項後段の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項前段、第34条の8、第34

条の9第1項並びに付則第7条第1項及び

付則第7条の3第1項       中

「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに付則第20条の2第3項後段の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第20条

の2第3項後段の規定による市民税の所

得割の額の合計額」とする。 

(条約適用利子等及び条約適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例) 

(条約適用利子等及び条約適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例) 

第20条の3 略 第20条の3 略 

2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

2 略 

(1) 略 (1) 略 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項並びに付則第7条第1項、

第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項

の規定の適用については、第34条の6

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び付則第20条の3第1項の規定に

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項並びに付則第7条第1項及

び付則第7条の3第1項       

の規定の適用については、第34条の6

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び付則第20条の3第1項の規定に



よる市民税の所得割の額」と、第34条

の7第1項前段、第34条の8、第34条の9

第1項並びに付則第7条第1項、第7条の

3第1項及び第7条の3の2第1項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並び

に付則第20条の3第1項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の7第1

項後段中「所得割の額」とあるのは「

所得割の額及び付則第20条の3第1項の

規定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

よる市民税の所得割の額」と、第34条

の7第1項前段、第34条の8、第34条の9

第1項並びに付則第7条第1項及び付則

第7条の3第1項       中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並び

に付則第20条の3第1項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の7第1

項後段中「所得割の額」とあるのは「

所得割の額及び付則第20条の3第1項の

規定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

(3)～(5) 略 (3)～(5) 略 

3・4 略 3・4 略 

5 第3項後段の規定の適用がある場合には

、次に定めるところによる。 

5 略 

(1) 略 (1) 略 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項並びに付則第7条第1項、

第7条の3第1項及び第7条の3の2第1項

の規定の適用については、第34条の6

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び付則第20条の3第3項後段の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項前段、第34条の8、第34

条の9第1項並びに付則第7条第1項、第

7条の3第1項及び第7条の3の2第1項中

「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに付則第20条の3第3項後段の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第20条

の3第3項後段の規定による市民税の所

得割の額の合計額」とする。 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第3

4条の9第1項並びに付則第7条第1項及

び付則第7条の3第1項       

の規定の適用については、第34条の6

中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び付則第20条の3第3項後段の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項前段、第34条の8、第34

条の9第1項並びに付則第7条第1項及び

付則第7条の3第1項       中

「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに付則第20条の3第3項後段の規

定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第20条

の3第3項後段の規定による市民税の所

得割の額の合計額」とする。 

6 略 6 略 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

【別記】 

現行 

第1号 100分の1 100分の0.5 



第2号 100分の2 100分の1 

第3号 100分の3 100分の2 

(一宮市都市計画税条例の一部改正) 

第2条 一宮市都市計画税条例(平成17年一宮市条例第39号)の一部を次のように改正する。 

現行 改正後 

付 則 付 則 

第4条 略 第4条 略 

 (法附則第15条の11第1項の条例で定める

割合) 

 第4条の2 法附則第15条の11第1項の条例で

定める割合は3分の1とする。 

(改修実演芸術公演施設に対する都市計

画税の減額の規定の適用を受けようとする

者がすべき申告) 

(改修特別特定建築物 に対する都市計

画税の減額の規定の適用を受けようとする

者がすべき申告) 

第5条 法附則第15条の11第1項の改修実演

芸術公演施設について、同項の規定の適

用を受けようとする者は、同項に規定す

る利便性等向上改修工事が完了した日か

ら3月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律施行規則(平

成18年国土交通省令第110号)第10条第2

項に規定する通知書の写し及び主として

劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(

平成24年法律第49号)第2条第2項に規定

する実演芸術の公演の用に供する施設で

ある                

        旨を証する書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

第5条 法附則第15条の11第1項の改修特別

特定建築物 について、同項の規定の適

用を受けようとする者は、同項に規定す

る利便性等向上改修工事が完了した日か

ら3月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に地方税法施行規則(昭和29年

総理府令第23号)附則第7条の2第1項に規

定する補助に係る補助金確定通知書の写

し及び高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律(平成18年法律第9

1号)第14条第1項に規定する建築物移動

等円滑化基準(同条第3項の条例で付加し

た事項を含む。)又は同法第17条第3項第

1号に規定する同法第2条第20号に規定す

る建築物特定施設の構造及び配置に関す

る基準に適合する旨を証する書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律施行令(

平成18年政令第379号)第5条第3号に規

定する劇場若しくは演芸場又は同条第

4号に規定する集会場若しくは公会堂

のいずれに該当するかの別 

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律施行令(

平成18年政令第379号)第5条各号に掲

げる特別特定建築物(高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に関する法

律第14条第3項の条例で定める同法第2



条第18号に規定する特定建築物を含む

。)のいずれに該当するかの別 

(4)～(6) 略 (4)～(6) 略 

(宅地化農地に対して課する都市計画税

の納税義務の免除等) 

(宅地化農地に対して課する都市計画税

の納税義務の免除等) 

第15条・第16条 略 第15条・第16条 略 

第17条 法附則第15条第1項、第9項、第13

項から第17項まで、第19項、第20項、第

24項、第27項、第31項から第33項まで、

第36項、第37項、第41項若しくは第44項

、第15条の2第2項、第15条の3又は第63

条の規定の適用がある各年度分の都市計

画税に限り、第2条第2項中「又は第33項

」とあるのは、「若しくは第33項又は附

則第15条から第15条の3まで若しくは第6

3条」とする。 

第17条 法附則第15条第1項、第8項、第12

項から第16項まで、第18項、第19項、第

23項、第26項、第30項から第32項まで、

第35項、第36項、第40項若しくは第43項

、第15条の2第2項、第15条の3又は第63

条の規定の適用がある各年度分の都市計

画税に限り、第2条第2項中「又は第33項

」とあるのは、「若しくは第33項又は附

則第15条から第15条の3まで若しくは第6

3条」とする。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

付 則 

(施行期日) 

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

(1) 第1条中第36条の2第1項ただし書、第36条の3の2及び第36条の3の3の改正規定並び

に付則第6条の改正規定及び付則第7条の3の2第1項の改正規定(「令和20年度」を「令

和25年度」に改める部分及び「令和7年」を「令和12年」に改める部分に限る。)並び

に次条第1項及び第2項の規定 令和9年1月1日 

(2) 第1条中第63条の改正規定及び付則第3条第2項の規定 令和9年4月1日 

(3) 第1条中第34条の7第2項の改正規定並びに付則第7条の4の改正規定(「附則第5条の6

第2項」を「附則第5条の6第3項又は第4項」に改める部分に限る。)、付則第9条の2の

改正規定及び付則第17条の2の改正規定(同条第1項及び第2項中「令和8年度」を「令和

11年度」に改める部分を除く。)並びに次条第4項の規定 令和10年1月1日 

(4) 第1条中付則第7条の4の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び付則第19条

の2の次に1条を加える改正規定並びに次条第3項及び第5項の規定 金融商品取引法及

び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第 号)の施行の日の属す

る年の翌々年の1月1日 

(市民税に関する経過措置) 

第2条 前条第1号に掲げる規定による改正後の一宮市市税条例(次項において「1号改正後

条例」という。)第36条の3の3第1項及び第2項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以

後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第1項の規定による申告書につい

て適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した同号に掲げる規定に



よる改正前の一宮市税条例第36条の3の3第1項の規定による申告書については、なお従前

の例による。 

2 1号改正後条例付則第7条の3第1項及び第2項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が

令和8年1月1日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号。以下この項

において「所得税法等改正法」という。)第7条の規定による改正後の租税特別措置法(昭

和32年法律第26号)第41条第1項に規定する居住用家屋(同条第16項の規定により同条第1

項に規定する居住用家屋とみなされる同条第16項に規定する特例居住用家屋を含む。)若

しくは既存住宅(同条第17項の規定により同条第1項に規定する既存住宅とみなされる同

条第17項に規定する特例既存住宅及び同条第35項の規定により同条第1項に規定する既存

住宅とみなされる同条第35項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をし

た家屋(同条第17項の規定により同条第1項に規定する増改築等をした家屋とみなされる

同条第17項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改

築等に係る部分に限る。)又は同条第6項に規定する認定住宅等(同条第18項の規定により

同条第6項に規定する認定住宅等とみなされる同条第18項に規定する特例認定住宅等を含

む。)を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、

市民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第7条の規定による改正前の租

税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋(同条第20項の規定により同条第1項に規

定する居住用家屋とみなされる同条第20項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは

既存住宅(同条第35項の規定により同条第1項に規定する既存住宅とみなされる同条第35

項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係

る部分に限る。)又は同条第10項に規定する認定住宅等(同条第21項の規定により同条第1

0項に規定する認定住宅等とみなされる同条第21項に規定する特例認定住宅等を含む。)

を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前

の例による。 

3 前条第4号に掲げる規定による改正後の一宮市市税条例(第5項において「4号改正後条例

」という。)付則第7条の4の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この項及び第5項

において「4号施行日」という。)の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民税に

ついて適用し、4号施行日の属する年度分までの個人の市民税については、なお従前の例

による。 

4 前条第3号に掲げる規定による改正後の一宮市市税条例付則第17条の2第4項の規定は、

市民税の所得割の納税義務者が同号に掲げる規定の施行の日以後に行う同条第1項の土地

等の譲渡について適用する。 

5 4号改正後条例付則第19条の3の規定は、4号施行日の属する年度の翌年度以後の年度分

の個人の市民税について適用する。 

(固定資産税に関する経過措置) 

第3条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の一宮市市税条例(次条第

1項において「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、令和8年度以後の

年度分の固定資産税について適用し、令和7年度分までの固定資産税については、なお従

前の例による。

2 付則第1条第2号に掲げる規定による改正後の一宮市市税条例第63条の規定は、令和9年



度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和8年度分までの固定資産税については、

なお従前の例による。 

3 平成30年4月1日から令和8年3月31日までの間に地方税法等の一部を改正する法律(令和8

年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。付則第6条第2

項において「旧法」という。)附則第15条の11第1項に規定する利便性等向上改修工事が

行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税については、

なお従前の例による。 

(軽自動車税に関する経過措置) 

第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和8年度以後の年度分の軽自動車税

について適用する。 

2 この条例の施行の日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境性

能割については、なお従前の例による。 

3 令和7年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

(都市計画税に関する経過措置) 

第5条 次項に定めるものを除き、第2条の規定による改正後の一宮市都市計画税条例の規

定は、令和8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和7年度以前の年度分の

都市計画税については、なお従前の例による。 

2 平成30年4月1日から令和8年3月31日までの間に旧法附則第15条の11第1項に規定する利

便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する都

市計画税については、なお従前の例による。 

(一宮市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正) 

第6条 一宮市市税条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第22号)の一部を次のように

改正する。 

現行 改正後 

付 則 付 則 

(軽動車税 に関する経過措置) (軽自動車税に関する経過措置) 

第3条・第4条 略 第3条・第4条 略 

第5条 平成27年3月31日以前に初めて道路

運送車両法第60条第1項後段の規定によ

る車両番号の指定を受けた三輪以上の軽

自動車に対して課する軽自動車税の種別

割に係る一宮市市税条例第82条及び付則

第16条の規定の適用については、次の表

の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

第5条 平成27年3月31日以前に初めて道路

運送車両法第60条第1項後段の規定によ

る車両番号の指定を受けた三輪以上の軽

自動車に対して課する軽自動車税   

 に係る一宮市市税条例第82条及び付則

第16条の規定の適用については、次の表

の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 



一宮市条例第28号 

一宮市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改正する

条例 

一宮市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例(平成26年一宮市条例

第14号)の一部を次のように改正する。 

現行 改正後 

(法第34条第12号の規定により条例で定め

る開発行為) 

(法第34条第12号の規定により条例で定め

る開発行為) 

第2条 法第34条第12号の規定により条例で

定める開発行為のうち本市に係る地域経

済牽引事業の促進による地域の成長発展

の基盤強化に関する法律(平成19年法律第

40号)第2条第1項の地域経済牽引事業の促

進を図るため市長が指定する業種に属す

る事業の用に供する工場、研究所又は倉庫

(流通業務の総合化及び効率化の促進に関

する法律(平成17年法律第85号)第5条第2

項に規定する認定総合効率化計画に記載

された同法第2条第3号に規定する特定流

通業務施設である倉庫(以下「認定倉庫」

という。)以外の倉庫にあっては、積載重

量5トン以上の大型自動車が8台以上配置

され、又は一日当たりの発着貨物が80トン

以上あるものに限る。)(以下「工場等」と

いう。)の建築のための開発行為は、次の

各号に掲げる要件のいずれにも該当する

開発行為とする。 

第2条 法第34条第12号の規定により条例で

定める開発行為のうち本市に係る地域経

済牽引事業の促進による地域の成長発展

の基盤強化に関する法律(平成19年法律第

40号)第2条第1項の地域経済牽引事業の促

進を図るため市長が指定する業種に属す

る事業の用に供する工場、研究所又は倉庫

(物資の流通の効率化に関する法律   

    (平成17年法律第85号)第7条第2

項に規定する認定総合効率化計画に記載

された同法第4条第3号に規定する特定流

通業務施設である倉庫(以下「認定倉庫」

という。)以外の倉庫にあっては、積載重

量5トン以上の大型自動車が8台以上配置

され、又は一日当たりの発着貨物が80トン

以上あるものに限る。)(以下「工場等」と

いう。)の建築のための開発行為は、次の

各号に掲げる要件のいずれにも該当する

開発行為とする。 

(1)～(5) 略 (1)～(5) 略 

2・3 略 2・3 略 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



一宮市条例第29号 

一宮市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

一宮市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年一宮市条例第40号)の一

部を次のように改正する。 

現行 改正後 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

1 略 1 略 

2 下水道事業 2 下水道事業 

(1) 略 (1) 略 

(2) 排水人口 262,100人 (2) 排水人口 268,500人 

(3) 1日最大汚水処理量 169,600立方

メートル 

(3) 1日最大汚水処理量 148,000立方

メートル 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


